
中能登町地域公共交通利便増進実施計画（概要） 新規（令和８年３月認定）

■中能登町内のデマンドタクシーについて、上·下後山地区および瀬戸・花見月地区を経由させるとともに、区域内の全停留所
について新たに降車のみならず乗車も可能とする形でコース再編を行う。
■これにより、町内の医療施設、行政庁舎、商業施設など特に移動需要の高い中心部の施設と両地区との間を継ぎ目なく、
行き・帰りともデマンドタクシーで往復移動できるようにすることで、利便性の向上を図る。

・作成自治体 石川県中能登町
・事業実施区域 鳥屋（とりや）地区及び鹿西（ろくせい）地区
・事業実施予定期間 令和８年4月～令和11年3月

町中心部と各地区との移動の円滑化
町内の医療施設、行政庁舎、商業施設など特に移動需要の高い中

心部の施設と両地区との間を継ぎ目なく移動できるようになり、利用者

の利便性が大きく向上。利用者の増加・収支率の維持等を目指す。

事業の効果

デマンドタクシーの区域見直し 【法第２条第13号イ（１）】

現在のデマンドタクシーは上後山・下後山地区、瀬戸・花見月地区

からそれぞれ直接移動できる目的地が限られており、両コース間の直接

の移動ができない状況。

そこで、両コースとも両地区を経由する形に区域を見直し、両地域か

ら全ての乗降場所との往復移動ができるように再編を行う。

事業の内容 見直し前

見直し後

〈利用者数の目標値〉 〈収支率及び公的資金投入額の目標値〉
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